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木質バイオマス発電事業　　

　　調査結果まとまる

　

平
成
25
年
６
月
13
日
第
６
回
定

例
会
に
お
い
て
、
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
事
業
調
査
特
別
委
員
会
の

調
査
結
果
報
告
が
行
な
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
特
別
委
員
会
は
、
町
が
誘

致
を
進
め
て
い
る
木
質
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
事
業
に
関
す
る
調
査
研
究

を
目
的
と
し
、
４
月
23
日
に
設
置

さ
れ
た
も
の
で
す
。
議
長
を
除
く

議
員
全
員
が
構
成
員
と
な
り
、
相

馬
市
の
廃
棄
物
処
理
施
設
の
視

察
、
住
民
へ
の
聴
き
取
り
調
査
、

専
門
家
の
聴
き
取
り
調
査
な
ど
を

経
て
調
査
報
告
書
と
し
て
ま
と

め
、
藤
田
惠
二
委
員
長
が
報
告
し

ま
し
た
。
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燃
料
の
調
達
は
、
森
林
再

生
事
業
（
新
規
事
業
）
な
ど

に
よ
り
十
分
可
能
で
あ
る
。

放
射
性
物
質
は
、
木
を
そ
の

ま
ま
燃
や
す
の
で
な
く
、
木

質
チ
ッ
プ
に
加
工
し
、
放
射

性
物
質
濃
度
を
測
定
し
て
か

ら
燃
や
す
の
で
心
配
は
要
ら

な
い
と
説
明
さ
れ
た
。

Ｑ　

ど
う
し
て
塙
町
に
施
設

が
計
画
さ
れ
て
い
る
の
か
。

Ａ　

森
林
資
源
が
豊
富
で
能

力
・
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
と
も

群
を
抜
い
て
い
る
。
原
木
市

場
や
製
材
工
場
が
あ
り
、
木

材
の
生
産
実
績
は
県
内
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
。
燃
料
と
な
る
木

材
の
運
送
距
離
が
短
く
、
適

地
と
い
え
る
。

Ｑ　

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

Ａ　

発
熱
量
が
化
石
燃
料
に

比
べ
少
な
い
。
木
に
含
ま
れ

る
水
分
が
多
い
と
燃
焼
効
率

が
悪
く
な
る
。
燃
料
の
調
達

や
灰
の
処
理
な
ど
の
手
間
が

か
か
る
。

Ｑ　

施
設
は
除
染
目
的
か
。

Ａ　

山
林
の
放
射
性
物
質
の

多
く
は
落
ち
葉
や
土
壌
に
付

着
し
て
い
る
。
そ
れ
を
除
去

す
る
の
が
除
染
で
あ
る
。
木

を
切
っ
て
林
地
か
ら
持
ち
出

す
だ
け
で
除
染
で
は
な
い
。

し
か
し
、
木
に
放
射
性
物
質

が
付
着
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
除
染
に
つ
な
が
る
と
い

え
る
。

Ｑ　

放
射
性
物
質
を
含
ん
だ

ガ
レ
キ
を
燃
や
す
の
で
は
な

い
か
。

Ａ　

避
難
区
域
等
の
ガ
レ
キ

は
区
域
外
持
ち
出
し
禁
止
な

の
で
、
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と

は
な
い
。
燃
料
は
、
分
別
さ

れ
木
質
チ
ッ
プ
に
加
工
さ

れ
、
放
射
性
物
質
濃
度
が
基

準
以
下
の
も
の
だ
け
を
燃
や

す
。

Ｑ　

森
林
伐
採
は
、
森
林
荒

廃
に
つ
な
が
ら
な
い
か
。

Ａ　

今
年
度
か
ら
森
林
再
生

事
業
に
取
り
組
む
。
そ
の
中

に
跡
地
造
林
事
業
も
含
ま
れ

て
い
る
。

　

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
は
高
い

温
度
に
な
ら
な
い
と
気
化
せ

ず
、
通
常
は
灰
な
ど
に
付
着

し
て
い
る
た
め
、
バ
グ
フ
ィ

ル
タ
ー
で
捕
集
で
き
る
こ
と

な
ど
が
説
明
さ
れ
た
。

Ｑ　

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
で
セ

シ
ウ
ム
が
採
れ
る
の
か
。

Ａ　

セ
シ
ウ
ム
そ
の
も
の
は

非
常
に
細
か
い
の
で
採
れ
な

い
が
、
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
内

で
は
灰
に
吸
着
し
て
い
る
の

で
灰
を
捕
集
す
る
こ
と
で
セ

シ
ウ
ム
が
採
れ
る
。

Ｑ　

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
除

去
率
は
99
・
９
％
と
い
っ
て

い
る
が
。

Ａ　

除
去
率
で
な
く
出
口
で

の
放
射
性
物
質
濃
度
が
基
準

値
以
下
に
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
が
大
切
。
実
績
で

は
検
出
限
界
値
以
下
で
あ
る
。

Ｑ　

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
事

故
が
心
配
で
あ
る
。

Ａ　

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
内
は

大
気
圧
よ
り
低
く
調
整
さ
れ

て
い
る
の
で
、
爆
発
す
る
こ

と
は
な
い
。
20
年
以
上
の
実

績
が
あ
り
、
様
々
な
改
良
が

加
え
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、

人
が
操
作
す
る
の
で
十
分
な

管
理
が
必
要
で
あ
る
。
仮
に

事
故
が
起
こ
っ
て
も
、
環
境

に
影
響
が
出
る
こ
と
は
な
い
。

Ｑ　

周
辺
の
水
の
汚
染
は
ど

う
か
。

Ａ　

焼
却
施
設
か
ら
排
水
は

あ
ま
り
な
い
。場
内
の
水
は
、

集
め
て
再
利
用
す
る
。
灰
の

積
み
出
し
時
に
灰
が
拡
散
し

て
雨
水
に
よ
っ
て
流
れ
出
す

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
作
業

上
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

Ｑ　

周
辺
の
大
気
の
汚
染
は

ど
う
か
。

Ａ　

排
ガ
ス
、
排
水
と
も
基

準
値
は
周
辺
地
点
で
の
濃
度

で
あ
る
が
、
施
設
の
管
理
は

排
出
時
の
濃
度
で
管
理
す
る
。

施
設
外
に
放
出
さ
れ
れ
ば
相

当
程
度
薄
ま
る
の
で
基
準
値

内
で
あ
れ
ば
十
分
安
全
。
基

準
は
、
70
年
間
呼
吸
し
続
け

た
と
き
年
間
平
均
被
ば
く
量

が
１
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
年

と
な
る
濃
度
を
定
め
て
い
る
。

Ｑ　

２
０
０
０
ベ
ク
レ
ル
／

㎏
の
濃
度
で
11
㌧
の
灰
が
出

れ
ば
、
２
２
０
万
ベ
ク
レ
ル

に
も
な
る
と
い
う
が
。

Ａ　

計
算
上
は
そ
う
な
る
。

し
か
し
、
濃
度
が
８
０
０
０

ベ
ク
レ
ル
／
㎏
以
下
で
あ
れ

ば
、
総
量
に
関
係
な
く
問
題

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

バイオマス発電事業　 　住民の疑問を調査
　東河内区民、行政区長連合会役員、林業関係者、保護者等の皆さんから聴き取り調査を行った。そこで出された疑問について、県・国に説明を求めた。

　発電施設の燃料の調達やその放射性物質の不安に対し、福島県が３月に策定した「福島県木質バイオマス安定供給指針」について、また、バグフィルターの

性能に対する不安に対し、環境省福島県内支援チームから放射性セシウムの性質やバグフィルターの構造などについて説明を受けた。

除
染
目
的
か
・
ガ
レ
キ
を
燃
や
す
の
か

　

福
島
県
県
南
農
林
事
務
所
長
が
答
え
る

な
ぜ
塙
町
に

デ
メ
リ
ッ
ト
は

除
染
目
的
で
は

ガ
レ
キ
を
燃
や
す
の
か

委員（議員）は町民から様々な意見・疑問を聴いた

森
林
荒
廃
に
つ
な
が
る

の
で
は

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
の
性
能
は

　

環
境
省
福
島
県
内
支
援
チ
ー
ム
が
答
え
る

バ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
は

安
全
か

バグフィルターについての詳しい説明

　　　　　　　区長から、企業誘致の撤回を求め、嘆願書
を提出をすること、除染目的ではないか、風評被害、健康
及び環境への影響に対する不安から、区民の大半が白紙撤
回を求めていると話しがあった。
・子どもたちの将来を考えてほしい。
・重く受け止めてほしい。
・水質汚染、飲料水への影響が心配される。

　
・事業について分からないことが多い
　ので、町民が分かるように説明してほ
　しい。
・子どもへの放射線の影響が心配。
・なぜ今、木質バイオマス発電なのか。
・デメリットがわからない。

水
の
汚
染
は

大
気
の
汚
染
は

灰
の
濃
度
は

質疑応答を聴く傍聴者
※
バ
グ
フ
ィ
ル

タ
ー
と
は

　

排
出
ガ
ス
の
処

理
装
置
。
ろ
過
集

じ
ん
装
置
で
、
ろ

材
と
し
て
繊
布
ま

た
は
不
織
布
を
用

い
、
こ
れ
を
円
筒

状
に
し
て
工
業
用

集
じ
ん
に
活
用
さ

れ
る
。

　
・事業と施設の安全性に不安。
・燃料の調達範囲はどこなのか。
・灰の処理などに疑問。
・木質バイオマス発電事業そのものは賛成
　するが、原発事故後なので、放射性物質へ
　の不安がある。

・バイオマス発電は、地域の活性化につながる。
・固定買い取り制度で、採算が合う。
・今まで山に残されていた木材も利用できるため、
　山林荒廃を防ぐことができ、間伐も進む。
・発電所ができれば、新たな雇用も生まれる。
・実施できないことによる風評被害も考えられる。

行政区長連合会役員　 林業関係者 保護者等 東河内区民
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調査報告書　まとめ全文
　木質バイオマス発電事業の是非判断のポイントは、発電事業により放射性物質がどの程度

持ち込まれ、その影響がどの程度に及ぶのかにある。聴き取り調査においても、「原発事故

がなければ歓迎する事業」との意見もあったように、放射性物質の問題がなければ事業その

ものに反対を唱える人は少ないのではないかと思われる。

　本町の放射性物質の影響については、国が定めた年間許容被ばく量から考えれば、現時点

では、それほど心配する必要はない。しかし、今後も放射性物質の挙動には注意を要し、特

に食べ物に含まれる放射性物質には、一定の注意が必要と考えられる。今後とも放射性物質

濃度を計測し安心できるものを食べるということが重要である。以下、本調査の所見を述べ

る。

　まず、木質バイオマス発電事業による放射性物質の影響であるが、これらに対しての放射

性物質の基準からすると、現計画においては基準を超えることはなく、安全と推察される。

しかしながら、福島原発事故がそうであったように、安全であったものがあのような大事故

を起こした現実からすれば、安易に「安全」とは言い切れない。本事業における、安全性確

保の要点は次のとおりである。

　（1）燃料の放射性物質濃度の適正管理

　（2）施設の適正な運転管理

　（3）排ガス等に含まれる放射性濃度の適正な管理

　（4）焼却灰の適正な処理

　これらはいずれも、人が行うことである。「間違いは必ずある。」という前提に立った徹底

した管理の下での安全であることを忘れてはならない。したがって、事業実施にあたっては、

これらの管理及び監視をどのように行うかが課題となる。企業及び行政が、放射性物質濃度

のモニタリングの強化を図り、また、定期的あるいは不定期の検査を実施し適正な管理を実

施すべきである。また、執行機関は、安全管理に関し企業と協定を結ぶ、あるいは、第三者

委員会を立上げ管理するとしているが、その内容は明らかになっていない。内容の決定に当

たっては、十分な議論と事前の公開が必要と思われる。

　次に、本事業の目的の一つである持続的な森林経営についてである。

福島県は平成 25 年度からふくしま森林再生事業により県内森林の整備を図るとしている。

本町も当然これら事業に取組み、森林整備が行われるものと思うが、町の林業振興に関して

の具体的計画を早急に示し、木質バイオマス発電事業の位置づけや産業振興の将来ビジョン

を町民に示す必要がある。

　次に、風評被害についてである。原発事故から 2年以上経過した現在でも風評被害が続

いているという。また、一部に、本事業の実施によって風評被害が拡大すると懸念する声が

ある。風評被害は、「安全かそうでないかの判断がつかない不安」から生まれる過剰反応で

ある。福島原発事故直後の何を信じていいかわらかないという一種のパニック状態から風評

被害が生まれ、今日まで続いていると考えれば、風評被害拡大の懸念を一蹴できるものでは

ない。　しかし、風評被害は、不確実な不安やうわさが報道等を通して広がることにより引

き起こされるものである。我々一人ひとりの冷静な態度が解決の第一歩といえる。執行機関

は、正しい情報を正しく伝え、町民の信頼を得られるよう、なお一層努力されるよう望むも

のである。


